
第
四
十
五
号
議
案

仙
台
市
中
央
卸
売
市
場
業
務
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
中
央
卸
売
市
場
業
務
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
中
央
卸
売
市
場
業
務
条
例
（
令
和
二
年
仙
台
市
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を
「（
取
扱
品
目
等
）」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

市
長
は
、
前
項
の
取
扱
品
目
に
食
品
等
の
持
続
的
な
供
給
を
実
現
す
る
た
め
の
食
品
等
事
業
者
に
よ
る
事
業
活
動
の

促
進
及
び
食
品
等
の
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
五
十
九
号
。
第
五
十
五
条
第
三
項
各
号
に
お

い
て
「
食
品
等
持
続
的
供
給
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
飲
食
料
品
等
（
第
五
十
五
条
第

三
項
第
一
号
に
お
い
て「
指
定
飲
食
料
品
等
」と
い
う
。
）が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
当
該
指
定
飲
食
料
品
等
を
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

市
長
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

一　

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
指
定
飲
食
料
品
等
に
係
る
食
品
等
持
続
的
供
給
法
第
四
十
二
条
第
一

項
第
一
号
の
指
標

二　

食
品
等
持
続
的
供
給
法
第
三
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
内
容

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

卸
売
市
場
法
の
改
正
を
考
慮
し
、
食
品
等
の
取
引
の
適
正
化
に
資
す
る
事
項
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の

他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
こ
と
と
す
る
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の

条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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